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3-2-4 施工計画/調達計画 
3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本計画は、我が国のコミュニティ開発支援無償資金協力のスキームに従って実施される

が、一般無償資金協力と異なり、現地の施工業者による本体施工の可能性があるため、品

質管理、工程管理及び安全管理に係る本邦コンサルタントによる施工監理及び技術指導を

強化する必要がある。このため、現地施工業者が本体工事を実施することを想定し、また、

現場が地域単位のロット及び契約業者に分散することも考慮した体制を構築することが

必要である。 
 

(1) 実施体制 
本計画のコミュニティ開発支援無償資金協力に係る交換公文（E/N）ならびに G/A 締

結後、「ナ」国政府は、施工監理コンサルタント及び施工業者の選定・契約を調達代理

機関に委託することとなる。また、施工監理コンサルタント及び施工業者は、調達代理

機関と係る契約を締結し、それぞれの業務を実施する。 
 

1) 責任・実施機関 
本計画での責任・実施機関は、基礎教育普及化委員会（UBEC：Universal Basic Education 

Commission）とカノ州基礎教育普及化委員会（SUBEB：Kano State Universal Education 
Board）である。「ナ」国では、初等教育に関して、教育政策およびカリキュラム編成の

責任は連邦教育省（FMoE）及び UBE 委員会（UBEC）が責任を負う。全国初等教育評

議会（NEPC）が教育施設、教材。カリキュラム、机・椅子、職員数などの最低基準を

決定し、州教育委員会(SUBEB)および地方教育委員会（LGEA）が初等教育行政の実務

を管轄している。政府による学校建設は、UBEC・SUBEB の負担、教育税基金、州政府、

地方政府の 4 つの資金源で実施されている。 
本計画は、コミュニティ開発無償資金協力案件として、「ナ」国政府側の責任・実施

機関である基礎教育普及化委員会（UBEC）･カノ基礎教育化委員会（SUBEB）と日本

の調達代理機関が締結する調達代理契約(Agent Agreement: A/A)に基づいて実施される。

この中で、UBEC・SUBEB は「ナ」国におけるコミュニティ開発無償資金協力事業の全

体を統括する機関であり、調達代理機関の契約先として円滑な事業実施の責務を負うこ

ととなる。また、「ナ」国政府側の主な関係省庁（NPC、FMOE）と日本政府（EOJ、JICA
ナイジェリア事務所及び調達代理機関）間の各々の代表からなる政府間協議会

（Consulting Committee）を設置し、国レベルで調整・確認を要する事項の協議を実施す

る。また、NPC、FMOE、JICA ナイジェリア事務所及び調達代理機関でワーキング・グ

ループを設置し、進捗確認及び技術的確認事項などの協議を実施する。以下、図 3-7 に

その体制を示す。 
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図 3-7 本計画での実施体制図 

 
2) 調達代理機関 
① 実施内容 

入札図書作成参考資料は、概略設計調査を実施した本邦コンサルタントが作成する

ことが望ましいが、その選定については「ナ」国実施機関の了承を得ることとする。

その後、調達代理機関は、日本政府より「ナ」国側に推薦され、責任機関の受任者と

して本体契約のコンポーネントが適正かつ、円滑に実施されるように総合的な監理を

実施する。また、調達代理機関は、入札事前資格審査（PQ）及び入札図書を取り纏め、

本計画での入札手続及び入札を執り行い、施工時には総括的な監理を行う。 
 

② 実施体制 
本計画での調達代理機関による各々の業務実施は次のとおりとなる。 

実施設計期間（入札手続期間） 施工監理期間 
本計画の入札会を「ナ」国で実施することを想定し、
調達代理機関の現地事務所は首都アブジャに置くこと
が望ましい。なお、統括監理者は事務所開設時と業者
契約・施主承認時にスポットで監理業務を行う。なお、
統括監理補佐は現地に常駐し、調達代理機関契約、銀
行手続き・口座開設、現地事務所の設立及び入札図書
のうち、業者契約に係る書類の作成並びに入札図書配
布と入札・評価・業者契約業務などを行う。 
「ナ」国の建設事情により、入札ロット数が多くなる
ことが予測されるため、現地庸人の契約・資金担当者
と事務員を補助員として雇用する。また、入札図書の
内容に係る技術的な質疑回答作業や、入札業者の技術
プロポーザル部分・評価を適性に評価する必要がある
ため、本邦コンサルタントが技術部分の補助を行う。
（図 3-8 入札時の実施体制表参照） 

調達代理機関は、施工期間中の統括監理を
行うが、技術的な監理については本邦コン
サルタントが行い、調達代理機関は主に資
金管理を行うこととする。そのため、入札
手続期間に引き続き首都アブジャに事務
所を置き統括監理者は、工事開始時の立会
いと竣工検査・事務所閉鎖などの業務を行
う。なお、統括監理補佐が現地に常駐し、
資金管理などの業務を行うが、補佐的な業
務を主体とする現地傭人として資金担当
者と事務員を雇用し、資金管理業務などを
円滑に実施することとする。（図 3-9 施工
管理時の実施体制表参照） 
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図 3-8 入札時の実施体制 

 

図 3-9 施工監理時の実施体制 

 
3) 施工監理コンサルタント 
① 実施内容 

コンサルタントは、施工監理コンサルタントとして調達代理機関が行う入札関連業

務の技術的補佐や工事の施工監理を実施する。なお、コンサルタントの施工監理業務

は、工事の施工品質・工程・安全などの監理を行うとともに、建設会社が実施した毎

月の工事出来高を査定・評価し、その内容を調達代理機関に報告する業務なども行う。 
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② 実施体制 

実施設計期間（入札手続期間） 施工監理期間 
コンサルタントの事務所は、調達代理機関
と同じ事務所に置き、調達代理機関が行う
入札資格事前審査（PQ）及び入札を含めた
入札関連業務の技術的補佐業務を行う。そ
のため、技術監理者（業務主任）と常駐監
理技術者は、入札図書作成・承認時と契
約・施主承認時の技術的補佐業務として、
スポットで業務を行うこととする。また、
日本人技術監理者（常駐監理技術者を含
む）を補佐するため、現地の技術者を雇用
し、業務を円滑に行うこととする。なお、
質疑応答時には日本人技術者は国内で対
応することとし、現地業務は現地技術者が
直接対応する体制とする。 
 

本計画整備対象校 30 サイトは、カノ州にある 44 LGA の
内 20 LGA に点在し、時間的にも州都の中心から近い対
象校で約 30 分、最も遠隔地で約 3 時間の範囲に位置して
いる。このため、施工監理時にはサイトへのアクセスは
車両で行うことになるが、移動には多くの時間が必要で
ある。さらに、現地建設業者の施工能力、技術力は十分
とは言えないことから、日本人技術監理者と現地技術監
理者を配置することとする。同監理体制として、州都カ
ノに監理事務所を置くこととする。なお、20 LGA 内に
建設する 30 校の小学校の施工監理を行うとともに、調達
代理機関との連絡窓口の役割を担う。そのために、全工
事期間日本人技術監理者が常駐し、その補佐として現地
傭人の主任技術者 1 名、技術監理者 14 名（2 サイト毎に
1 名）、積算担当者 1 名、運転手、オフィスボーイを配置
し、品質・工程、安全管理などを実施することとする。
 
（図 3-10 施工監理時のコンサルタント実施体制表参照）

 

 

図 3-10 施工監理時のコンサルタント実施体制 

 

カノ監理事務所 コンサルタントの監理体制 

総括技術監理者 

（スポット監理） 

監理技術者 
（15人） 

雑用係 
（1人） 

積算担当者 
（1人） 

黄色着色部は日本人を示す 

技術監理者（常駐）(3人) 

主任技術者（4人） 



3-38 

4) 建設業者 
本計画での建設業者選定のフローは次のとおりとなる。 

図 3-11 建設業者選定フロー 

なお、業者は複数のロット（サイト）に応札することは可能ではあるが、自社の規模・

既往業務などを勘案し、許容の範囲（過去の実績）を超えて契約することはできない。 

 
(2) 入札の方法 

本計画では、「ナ」国で一般的に採用されている工法や建物の仕様、資機材などで施

設計画を行うことを原則とし、現地建設業者でも十分に対応が可能なものとする。現地

建設業者も含めた一般競争入札、又は指名競争入札により建設業者を選定し、工事を実

施することとする。なお、対象校（サイト）がカノ州の 20 LGA に点在していることも

考慮し、地理的条件と建設業者の施工能力を十分に考察した上で適正なロット分けを導

入することとする。なお、ロット分けは、対象校 30 サイトが 20 LGA に点在し、時間的

にも近い所で約 30 分、最も遠隔地では約 3 時間を要する地域に位置していることから、

施工管理（監理）上、最も効率的、経済的な観点から対象 LGA の地域を 4 つの地域に

入札資格事前審査（PQ）の新聞公示 応募書類の審査 
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分割して 1 ロット 6～8 校を 4 ロット（入札回数）とする。建設業者は、規模・能力の

範囲内で複数のロットに応札することが可能であるが、最大で 2 ロットまでとする。な

お、家具の調達・設置は、建築工事に含めるため、家具だけの入札ロットは設けない。 
 

(3) 工事の施工監理 
本計画は、20 LGA に点在する 30 の対象校を 1 件のコミュニティ開発支援無償資金協

力事業として同時に実施するため、30 の対象校(サイト)の品質・工程・安全管理などを

一定のグレードで確保するための施工監理体制を構築する必要がある。なお、本計画全

体の監理は調達代理機関が行い、技術的な施工監理については、本邦コンサルタントが

実施する計画とする。 
 

(4) 「ナ」国の公共事業発注形態 
1) 入札と工事契約手続き 

「ナ」国での公共事業の公示、入札、契約手続きは、各機関・省庁・各州のそれぞれ

が持つ入札規則に従い実施されており、「ナ」国政府による特別の規則・規定はない。

このため、本計画での入札業務は、UBEC、SUBEB が発注している案件例や各国際援助

機関が実施している公示方法、入札方法、契約手続きなどを考慮し、また、近年の我が

国政府が実施したコミュニティ開発無償資金協力事業での入札業務例を参考にしなが

ら係る入札、契約手続きを行うこととする。 
 

2) 契約方式について 
「ナ」国における主な工事契約方法は、工事数量による BQ 契約方式や一括請負契約

方式（ランプサム方式）で行われているが、本計画では、一括請負契約方式を採用する

こととする。なお、契約通貨については、現地貨払い契約と外貨払い契約（アメリカド

ル（USD 契約）が考えられるが、為替の変動等のリスクを考慮し基軸通貨を USD とす

る。 

 
3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 建設場所 
本計画での建設工事は、20 LGA に点在した対象校がサイトとなるため、移動時間を

十分考慮した工程計画が必要である。さらに、幾つかの対象校は幹線道路から道幅が狭

く、平滑でない取り付け道路の先に位置している学校もある。また、雨季期間である 5
月から 10 月、特に 7 月、8 月は最も雨量・降雨日が多く、突風を伴う場合もあり、資機

材の運搬にも支障を来たすことが考えられる。このため、以下の点に留意した施工計画

及び調達計画の策定を行うこととする。 
 

1) 資材運搬・搬入時期 
実施対象地域は例年 7 月、8 月は最も雨量の多い時期であるため、あらかじめ、この

時期を想定して事前の資機材搬入計画を作成し、工程に支障のないようにする。 
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2) 建設資材の現場での保管 
建設現場は集落の一部に位置しているため、また、既存校内で工事を実施することか

ら工事関係者以外の立ち入りを制限する仮設フェンス等の設置は必要である。また、保

安や盗難防止の観点からも第三者の立ち入りを制限することが必要である。なお、対象

地域の気象的特性により 7 月、8 月は最も雨量が多くサイトが浸水することも予想され

るため、セメント、骨材、鉄筋、型枠材などの資機材の搬入計画に留意すると共に浸水

を避ける高さ及び一定の広さで盛土工事を施し、建設資機材保管場所を確保する必要が

ある。 

 
(2) 資材調達 

本計画で採用する建設資機材は、特殊な資材は無く、全て「ナ」国で調達が可能（輸

入材であるが既に市場に出回っている材料も含む）である。 

 
1) セメントは、民間のセメント製造工場が 3 ヶ所存在し、その内 2 つの工場の品質は良

い。しかしながら、実施地周辺にはセメント製造工場がないため、カノ州において一

般的に市場に出回っている品質の良い 2つの工場で製造された物を調達することとな

る。 

 
2) 鉄筋については、民間の鉄筋製造工場が 3 ヶ所存在し、その内 2 つの工場はインゴッ

トを輸入し異形棒鋼（鉄筋）を製造している。もう１社はカノ州にあり、スクラップ

から同様の鉄筋を製造している。どちらも品質的に特段の問題はない。カノ州では、

どの製造工場で製造された鉄筋でも一般的に市場に出回っており、そこから調達する

こととなる。なお、「ナ」国で製造される異形棒鋼の径は、8mm、10mm、12mm、14mm
までであり、16mm 以上は中国、ウクライナ、インド国などから輸入するか、または、

輸入されたものを市場から調達することとなる。従って、本計画では、以上の点を踏

まえた構造設計をする必要がある。 

 
3) コンクリート用砂、砕石 

「ナ」国では、首都・都市部以外での生コンクリートの調達が困難であるため、本計

画対象地でのコンクリート工事は、簡易ミキサー（ディゼルエンジン駆動）での現場練

りになるが、砂については、カノ州の川より入手可能であり、砕石については、カノ州

及びカドナ州などで調達が可能である。砂、砕石とも品質的に特段の問題は無い。なお、

砂の使用に際しては、塩分濃度の測定などの事前確認が必要である。 

 
4) 屋根材の長尺アルミニュームシートの成型工場は、カノ州や周辺のカドナ州、北東部

のボルノ州などに存在し、それぞれの工場より直接調達することが可能である。この

種の材料は、SUBEB の学校プロトタイプや第一次の小学校建設計画にも使用されて

おり、実績がある材料でもある。 
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5) 屋根のトラス材に使用される鉄骨材料は、「ナ」国において生産されていないため、

既に輸入され、市場に出回っているものを調達するか、または、使用される量や使用

されるサイズによっては輸入する必要がある。従って、本計画の設計においては、そ

の点を留意する必要がある。なお、鉄骨の加工・組立工場はカノ市内に存在している。 

 
6) 鋼製扉や窓については、カノ州や周辺のカドナ州の業者から調達が可能である。それ

らの工場は、SUBEB の学校プロトタイプや第一次の小学校建設計画にも納入してい

る実績がある。 

 
(3) 安全管理 

本計画対象地は、農業を中心とした村落が殆どであり、建設現場作業に精通していな

い近隣の一般農民を多数雇用することが想定される。また、怪我人が発生した場合、直

ちに病院へ運べる環境にあるとは言えないことなどから、安全管理には、十分注意を払

う必要がある。そのためには、特に現地雇用労働者への安全管理意識を高め、安全管理

体制を確立する必要がある。 
以下にその内容を具体的に示す。 

1) 各サイトとも、携帯電話を現地現場管理者に携帯させ、日本人関係者及び「ナ」国関

係者、病院や警察などを網羅した緊急連絡網を整備し、関係者に周知徹底する。 

2) 朝礼を励行し、作業開始前に当日の作業内容の確認や安全訓示を必ず行う。 

3) 作業開始前・終了時には、現場の見回りを徹底し、作業足場、支保工、手摺りなど安

全な作業環境にあることを確認する。 

4) 悪天候の場合は、搬入路が悪化しスリップ、転落・転倒などの原因となることから、

常に、アクセス部分の点検を行い、良好な状態を確保する。 

5) 対象校では、現場内に既設の小学校があるため、授業と並行して工事が実施されるこ

とから、学校関係者と工事区域の動線分離を明確にするため、仮設のフェンス等を設

置する。 

6) 現場事務所には、応急手当のための救急箱を常備する。 

7) 好奇心の旺盛な児童が多いことから、警備員を要所に配置し、現場への侵入を制限す

る。 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本計画は、我が国の無償資金協力事業として、実施における日本側が負担するものと、

「ナ」国側の実施機関が負担するものの区分は次表 3-9 のとおりである。 

表 3-9 負担区分 
No. 項目 日本 「ナ」国 備考 

1 建設予定地の確保  ●  
2 建設予定地の整地工事・解体工事  ●  
3 塀・門扉の設置工事  ●  
4 駐車場工事 N/A   

道路工事    
1) サイト内 N/A   

5 

2) サイト外（アクセス道路）  ●  
6 建設工事 ●   
7 電気工事・給水工事・排水工事    
 1) 電気工事    
  a. 送電線工事  N/A  
  b. 配電工事 N/A   
  c. 受電盤・配電盤工事 N/A   
 2 給水工事    
  a. 市水（水道）工事  ●  
  b. 配管工事・受水層工事  ●  
 3 排水工事    
  a. 下水管工事（汚水・雨水）  ●  
  b. 浄化槽 ●   
 4 家具    
  a. 机・椅子他（教員・生徒用） ●   
  b. その他の一般家具  ●  

8 *通関手続きについて(必要に応じて)    

 
1) 建設に関係する製品の被援助国までの海上輸

送（空輸）の責任(*) 
N/A   

 
2) 積み下ろし港に於ける税負担と通関手続きに

ついて(*) 
 N/A  

 
3) 積み降ろしの輸入港から、国内（ナイジェリア）

のサイトまでの製品等の輸送(*) 
N/A N/A  

9 税負担措置(VAT)  ●  
10 維持管理(*)  ●  
11 無償援助に含まれない工事費用(*)  ●  
●：当該項目の責任所掌を示す。 

 
3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) 現地コンサルタント 
「ナ」国では総合コンサルタント会社は限られているが、小規模なコンサルタント会

社は多く存在し、現場監理に必要な一定の技術者を確保することは可能である。しかし、

コンサルタントが日常現場で使用する品質管理基準等は確立しておらず、監理経験と高

い技術力は望めない。このような状況の中で、本計画では、本邦コンサルタントを活用

し、日本人コンサルタントによる技術指導を実施し、所定の品質確保や工程、安全業務

などの監理を行う必要がある。なお、工事開始時には、現地コンサルタントの技術監理

者を集め、施工監理のポイント・方法、品質確保のための理由、施工監理書類・書式へ

の記入などを指導し、施工監理方法の統一化と徹底を図ることとする。 
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(2) 実施体制 
1) 実施設計期間（入札期間） 

入札手続は、調達代理機関により実施されるが、入札図書に係る技術的な質疑回答作

業、入札業者の技術プロポーザル部分や入札評価などを適性に評価する必要があるため、

本邦コンサルタントが技術部分の補助を行う。そのため、入札開始期間及び評価期間に、

日本人コンサルタントを同期間派遣する。 
 

2) 施工監理期間 
施工期間中、コンサルタントは、計画実施に必要な品質監理、工程監理、安全監理な

どを中心に、必要に応じて現場指導や技術指導を実施する。また、調達代理機関や「ナ」

国政府側に対し、工事の進捗状況や作業内容の報告を行う。また、技術的問題点が発生

した場合の協議・検討・解決方法の提案を行う。 
 

3) 施工監理体制 
監理体制として、州都カノに監理事務所を置くこととする。州都カノには、対象校 30

校の施工監理を行うとともに、調達代理機関との主連絡窓口の役割を担う。そのために、

全工事期間日本人技術監理者が 3 名常駐し、現地庸人として現地主任技術者 1 名、技術

監理者 15 名（2 サイト毎に 1 名）、積算担当者 1 名、運転手、オフィスボーイを配置し、

品質・工程、安全監理などを隙間なく実施することとする。 
 

3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 基本方針 
監理コンサルタントは、契約書に示された品質、工事が所定の工期内に完成するよう

工事内容及び資機材調達の進捗確認や調達代理機関に報告する毎月の工事の出来形・高

の確認を行うとともに、現場での工事が安全に実施されるように建設会社の作業を監

理・監督・指導する必要がある。 
「ナ」国における、施工監理は、品質管（監）理基準が確立しておらず、管理基準書

や施工管理要領書なども整備されていない。コンクリート圧縮強度試験、鉄筋の引っ張

り強度試験などの試験施設は、各 LGA では皆無に等しいため、州都カノの大学などの

所定の施設で行う必要がある。また、現場における建設業者への技術指導も重要な課題

である。さらに、可能な範囲で、現場レベルの講習会などを実施し、我が国規準におけ

る品質管理規準を基本とした管理基準の整備・技術移転を実施することも必要である。 

 
(2) 品質監理項目 

本計画では、「ナ」国で一般的に採用されている工法、仕様及び資機材で計画してい

るため、以下の内容・項目に基づき品質管理を実施する。 
 

1) 建設工事施工図及び使用資材仕様書の照査 
建設工事に先立ち、係る工事の施工図提出を契約業者に義務付け、その内容を確認す

る。また、現場搬入する資材の仕様書及び購入証明書の提出を求め確実な品質確保を実
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施する。 
 

2) 資機材の製造・生産現場への立会い又は検査結果の照査や調達する建設資材は、必要

に応じて、生産工場や組み立て工場の立ち会い検査を実施し、素材の品質確認及び製

品検査証明などの照査を行う。 

 
3) 出来形・仕上り状況の管理・確認 

建設現場では、工事段階時に技術指導及び立ち会い検査を行い、不具合な箇所は徹底

した手直しを指示・実施する。また、出来形検査では、施工図との照合を実施する。 
 

4) 検査記録 
現地で雇用するコンサルタントには監理要領書を指導し、施工段階に応じて各部材・

工事ごとの検査記録を義務付け、効率的で確実な監理を実現する。主な品質管理項目を

下表 3-10 に示す。 

表 3-10 主な品質管理計画 
工事名 管理項目 試験(検査)方法 試験頻度 

地業工事 地耐力 ポータブル簡易貫入試験 現場毎 1 ヵ所 
締め固め度 目視検査 基礎底面全箇所 土工事 
搬入土質検査（必

要に応じて） 
粒度試験 土取場１箇所 

出来形 寸法検査・写真 全部材 
材料検査 板厚・材質・変形 全部材 

型枠工事 

組立検査 目視（隙間・補強材・スペーサー） 全部材 
引張強度 引張強度試験 サイズ毎 １回 
品質全般 ミルシート サイズ毎 １回 

鉄筋工事 

配筋検査 本数・径・鉄筋間隔・継ぎ手長さ・

定着長さ・被り厚さ 
コンクリート打設前・全箇

所 
骨材粒度 振い分け試験 １回 
試験練り 配合，水セメント比､圧縮強度、

スランプ・塩分濃度試験 
契約ロット単位で１回実施 

圧縮強度 圧縮強度試験 打設部位毎１回（3 本） 
スランプ スランプ試験 打設日毎１回 

コンクリート工事 

塩化物量 カンタブ試験 打設毎 
鋼材・ボルト ミルシート 種類毎１回 
製作試験 計測及び目視 全部材 

鉄骨工事 

建入精度 計測 トラス毎 
組積工事 レンガ品質 工場検査 １回 
建具工事 建具品質 目視、計測 搬入時 
家具備品 家具品質 目視、計測 搬入時 
 

(3) 工程管理 
建設業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程と、その

実際の進捗状況との比較を毎月行い、工程遅延が予測される時は、建設業者に対し注意

を促すと共に、その対策案の提出と実施を求め、必要に応じた資材の現場内搬入、工期



3-45 

内に工事が完了する様に指導を行う。計画工程と進捗工程の比較は主として以下の項目

による。 
① 工事出来高確認（建設資材調達状況及び工事進捗状況） 
② 資機材搬入実績確認（建設資機材及び備品） 
③ 仮設工事及び建設機械準備状況の確認（必要に応じて） 
④ 技術者、技能工、労務者等の人数の確認 

 
3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画の実施で必要な資機材調達は工事契約に含めるため、調達代理機関と建設業者と

の契約に基づき調達が行われる。施設建設には、建築構造物及び家具類調達・設置が含ま

れるが、本調査の結果、必要な資機材は全て現地の市場にて調達が可能である。 
表 3-11 に本計画の資機材調達先を示す。 

表 3-11 資機材等調達先 

項  目 原産国 
 現地 日本 第三国 

備  考 

[資材]     
ポルトランドセメント ○    
コンクリート用骨材 ○    

鉄筋 ○   
16mm 以上インド、ウク

ライナ、中国より 
コンクリートブロック ○    
木材・型枠材 ○    

一般鋼材 
○ 

  
中国、インド、ウクライ

ナ等より 
鋼製建具 ○    
塗料 ○    
長尺アルミシート ○    
家具 ○    
アスファルトルーフィング ○    
ガラス ○    

 
なお、本計画で採用する建設資機材は、特殊な資材は無く、全て「ナ」国内での調達を

前提として計画する。（一部輸入資材であるが、既に市場に出回っている資材も含む） な
お、「ナ」国では付加価値税（VAT)が導入されているため、免税手続きが必要である。 

付加価値税は、材とサービスに対して課せられる税であり、本計画においても、着工前

に所定のマスターリストなどを作成の上、免税手続き・申請を行う必要がある。第一次小

学校建設計画では、免税承認を得るために 3 ヶ月ほどの期間を要したため、全体工程に支

障をきたさないように UBEC、NPC を通じて手続きを速やかに行う必要がある。なお、本

計画での免税手続きの手順については、下図 3-12 「免税措置に係る申請・承認手順」を

参照とする。 
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図 3-12 免税措置に係る申請・承認手順 

 
3-2-4-7 ソフトコンポーネント計画 

(1) 計画の背景 
本計画における調査時、50 校の要請校を踏査した中で最も強く認識した問題の一つは、

「ナ」国において公共物を大事に使う・維持管理すると言う文化・習慣が非常に欠乏し

ている点である。現状のまま施設だけ増築しても、日常の清掃・維持管理活動の重要性

について教育しない限りにおいては、数年のうちに本計画において建設整備した施設が

破損、劣化が早まるなどの危険性は非常に高い。また、便所ピット汚泥処理などの技術

も必要である。さらに、学校施設の維持管理に必要な予算が十分に確保できない「ナ」

国においては、コミュニティ、PTA 等の参画・支援なくしては学校施設の維持管理活動

は存立できない状況にある。 

他方、SUBEB（州政府基礎教育普及委員会）の中で施設の維持管理問題を担当するセ

クションは、計画・統計・研究局であり、また、各学校の学校運営の末端をモニターす

るのに最も身近な位置にあるのは、LGEA（地方政府教育委員会）の視学官である。こ

の機会に、これら関係者の能力向上を促進し、また、施設建設・供用開始後のモニター、

指導監督体制を強化することは、本計画施設が持続的に維持管理されるために大変重要

である。 

 
(2) ソフトコンポーネントの目標 

本計画での直接の受益者である生徒、その他、学校の維持管理の主な担い手であるコ
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ミュニティリーダー、校長先生・教師等に対して、オーナーシップ意識を持ってもらい、

本計画対象施設の維持管理が持続的に行われる素地を作ることを目的としたソフトコ

ンポーネントを実施する。また、SUBEB、LGEA の行政サイドがその後のモニタリング・

指導活動が有効的・効率的に行えるツールとして、マニュアルの整備を行う。 

 
(3) ソフトコンポーネントの成果 

このソフトコンポーネントの成果は以下に示すとおりである。 

 
1) 学校施設の実際の維持管理活動の担い手であるコミュニティ、校長先生・教師が、計

画対象施設の維持管理を自らが主体的に参画し、行動しなければならないと言うオー

ナーシップ意識が醸成される。 

 
2) 本計画対象施設で学習する生徒に対して、教室、机・椅子等の学校施設は、自分達の

ため、また、今後入学してくる後輩のために大事に使用すべき物であることを認識す

るとともに、学校施設の清掃を自ら行う習慣が身につく。 

 
3) SUBEB 及び対象校が立地する地方政府の LGEA が、建設後の施設維持管理状況をモ

ニタリング・指導を行う体制が形成される。 

 
4) 技術と知識が必要な便所ピットからの汚泥処理、施設の維持管理等について、技術の

普及が図られる。 

 
5) 学校側に維持管理マニュアルが整備され、SUBEB、LGEA に対しては、維持管理指導

モニタリングマニュアルが整備される。 

 
(4) 成果達成度の確認方法 

成果の達成度を確認し評価する方法は、次のようなインタビュー調査、アンケート調

査を 2 つの時点｛① ソフトコンポーネント実施直後、② ソフトコンポーネント実施か

ら数年後）｝において実施する。 

• 直接の受益者である生徒にアンケート調査を行う。 

• 校長先生、教師、コミュニティリーダーにインタビュー調査を行う。 

 
(5) ソフトコンポーネントの活動（投入） 

上記の目的を達成するために、以下の作業をソフトコンポーネントとして実施する。 
 

1) ソフトコンポーネントの実施ガイドラインの見直し・修正 
「ナ」国側との協議に先立ち、第一次小学校建設計画で作成された同ガイドラインを

実施した観点から見直し・修正を行い、状況に適応できる内容に作成する。 
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2) 現地側カウンターパート機関への説明 
上記のガイドラインを用いて、コンサルタントは本計画カウンターパートである

UBEC（基礎教育普及化委員会）、SUBEB に対して説明を行い、本計画でのソフトコン

ポーネントの狙い、目的、実施内容、活動スケジュールについての理解を徹底させると

ともに、自分達の学校施設維持管理活動に対するオーナーシップ意識の醸成の先鞭をつ

ける。 
 

3) 現地タスクフォースの設置 
なお、本計画でのソフトコンポーネント活動を有効的に、且つ、効率的行うためには、

日本人コンサルタントの意向を十分に汲み取りながら、現地側関係者がスムーズに理解

してもらえるよう介在して活動する現地の中心的実務担当者兼推進・普及担当者（ファ

シリテータ）は不可欠である。また、施設建設後、維持管理活動をモニター・指導する

ことになる SUBEB がこのソフトコンポーネントの実施にも主体的に参画することが、

その後の持続発展性の確保の上で重要である。現地実施委員会（タスクフォース）は、

実施時のカウンターパートである SUBEB 内の計画・統計・研究局を中心にして設置す

る。現地タスクフォースは、計画・統計・研究局長、SUBEB 内の施設維持管理担当者、

SUBEB 内の教育統計専門官、モデル校を所管する LGEA 代表者、視学官等の 5～6 名で

構成する。さらに、下記のオリエンテーション、ワークショップ等において、日本人コ

ンサルタントの意を汲みながら説明し、議事進行を行うファシリテータには、タスクフ

ォースのリーダーを任命する。 
 

4) モデル校の決定および実施スケジュール 
整備対象 30 校の中から先行して維持管理活動を行うモデル校を選定する。モデル校

に対しては、他計画対象校と比較し早めに供用を開始できるように工程管理を行うもの

とする。30 校の計画対象校が広大な範囲に分布しているため、下記のようなワークショ

ップを州内 2 地区に分けて、モデル校で実施できるよう立地バランス良く分散するよう

に配慮する。また、モデル校での実践活動が、効率的に有効的に行えるように校長先生、

コミュニティリーダーの能力・意欲を考慮して、モデル校の選定を行うものとする。な

お、プロジェクトのサステイナビリティ(持続性)を高め、カノ州 SUBEB、その他学校関

係者の能力向上を促進するため、本ソフトコンポーネントは参加型、自助努力を促す形

で行う。従って、1 回目のミッション（協議）においては、タスクフォースを立ち上げ

て課題を与え、その後、「ナ」国関係機関自身が作業を進行させ、最終回のミッション

でひとつのパッケージをまとめるものとする。 
 

5) 計画対象の小学校に対するオリエンテーション 
計画対象の学校に対して、計画対象校に選ばれたこと、建設される施設内容、建設ス

ケジュール、施設維持管理のためのワークショップの概要・スケジュール等を伝える。

併せて、施設維持管理の重要性についての認識を深め、意識啓発を行うための先鞭をつ

ける。 
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6) 小学校維持管理マニュアル作成 
現地タスクフォース及びモデル校の校長先生、コミュニティリーダーと協議を行い、

彼ら自身の問題意識を啓発しながらモデル校の完成後にどのように学校施設の維持管

理の改善を行っていくかについて検討・分析する。また、「ナ」国側の当事者意識を高

めるため、コンサルタント側が用意する雛形に基づき、現地側のアイデアを付加した上

で、現地タスクフォースが自らマニュアルを修正する参加型方式とし、オーナーシップ

意識の醸成に資するものとする。コンサルタント側は、その過程において、現地側が作

成した案にコメントを加え、指導するものとする。上記により、学校の維持管理マニュ

アル及び個々の維持管理活動について生徒に分かりやすいように絵解きしたポスター

を作成する。 
 

7) モデル校における維持管理活動の実践 
上記の維持管理マニュアルに基づき、学校改善につなげるべく率先した維持管理活動

を実際に先生、生徒、PTA 及びコミュニティ関係者に実践してもらう。 
 

8) ワークショップの準備・実施 

• モデル校での維持管理活動努力を計画対象校の全校に普及させるべく、モデル校の周

辺に立地する協力対象校の校長及びコミュニティリーダーをモデル校に招いて、ワー

クショップを実施する。各校の校長、コミュニティリーダーは、モデル校における維

持管理活動の実践を視察し、トレーニングを受けるとともに、意見交換会を行う。 

• ワークショップは、SUBEB を主催者として実施し、現地ファシリテータが率先して

実施させ、その他タスクフォースメンバーが協力モデレーターとなって行う。日本人

コンサルタントは、全体の監督・指導を行う。 

• ワークショップにおけるトレーニングメニュー、必要な教材・資機材、スケジュール、

役割分担についてタスクフォースと協議し決定する。 

• 現地タスクフォースがワークショップの準備を行う。 

• ワークショップ実施後、現地タスクフォースと反省会を行い、ワークショップ・レポ

ートを作成する。 

 
9) SUBEB の施設維持管理モニタリングマニュアルの作成 

• 計画対象校の維持管理活動のモニタリングを行うためのマニュアルを作成するが、こ

れも SUBEB の自助努力を引き出しながら行う。 

• モニタリングマニュアルはコンサルタントが前回協力での作成分を見直し・作成する。 

• 修正モニタリングマニュアルを基に、コンサルタントは現地タスクフォースと協議し、

現地側のイニシャティブを引き出しながら現地タスクフォースに維持管理マニュア

ルを確認・作成させる。それについて、日本人コンサルタント側で評価を加え、コメ

ントし、フィードバックを行う。以降、モニタリングマニュアルを完成させる。 

• その後、各校には上記モニタリングマニュアルに基づいて、施設の維持管理の状況を
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年に一度、LGEA 視学官を通じて報告してもらう。SUBEB は、各学校の維持管理報

告書の全体取りまとめを行い、JICA ナイジェリア事務所に年に一度報告する。 

 
(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントは、日本人コンサルタントが全体を監督・指導して実施する。

一方、円滑な実施とその後のモニタリングを有効的・効率的に行うため、カノ州 SUBEB、
当該 LGEA の率先、自発努力を促しながら実施することが肝要である。具体的には、プ

ロジェクト実施上のカウンターパートであるカノ州 SUBEB の計画・調査・統計局長等

を現地ファシリテータに任命し、SUBEB、LGEA 等の行政側関係者並びに校長先生・教

師、コミュニティリーダー、生徒、父兄等の学校関係者の理解がスムーズに行われるよ

うに努めるものとする。また、カウンターパートである SUBEB 計画・調査・統計研究

局のスタッフ、モデル校の LGEA 責任者、視学官からなる現地タスクフォースを設置す

るものとする。 
 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程 

表 3-12 技術指導工程表 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 備考 

カノ州 

（4 Block） 

               

 

(8) ソフトコンポーネントの成果品 
本計画のソフトコンポーネント実施により得られる成果品として 

• ソフトコンポーネント実施ガイドライン修正案（コンサルタント） 

• ソフトコンポーネント実施ガイドライン（コンサルタント、UBEC、SUBEB） 

• 施設維持管理マニュアル（各学校） 

• 施設維持管理指導モニタリングマニュアル（SUBEB） 
 

(9) 相手国実施機関の責務 

• 「ナ」国政府は、このソフトコンポーネント実施に協力する現地タスクフォース

を設置する。この現地タスクフォースは、本件の実施時のカウンターパートであ

る SUBEB の計画・調査・統計研究局が中心となって設置する。 

• オリエンテーション、ワークショップ実施時には、この現地タスクフォースの中

から議事進行を円滑に進めるファシィーリテーターをアサインする。 

• カノ州の計画対象 30 校への連絡、指導等は、SUBEB、UBEC が責任をもって行

う。 

ステップ－1 

1.0 ヶ月 
（日本人） 

（現地傭人） 
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• SUBEB は、30 校に召集をかけてモデル校でのオリエンテーション、ワークショ

ップを主催する。 

• ワークショップ開催に先立ち、コンサルタントと打ち合わせしつつ、現地タスク

フォースは、小学校の維持管理マニュアルを自助努力的に作成する。 

• このソフトコンポーネント実施の終盤においては、現地タスクフォースは、コン

サルタントと打ち合わせしつつ、SUBEB の施設維持管理モニタリングマニュア

ルを自助努力的に作成する。 

• ソフトコンポーネント実施後の施設維持管理状況をモニターする。また、維持管

理状況の年次報告書の取りまとめを行い、年に一度 JICA ナイジェリア事務所に

報告する。 

 
3-2-4-8 実施工程 

本計画の E/N 後の実施工程は、次表のとおり入札関連業務工程 4.50 ヶ月、施工・調達

工程 14 ヶ月とする。 
調達代理機関が実施する入札関連業務は、次の 4.50 ヶ月が必要である。 

① 入札図書作成・承認・図渡し  1.0 ヶ月 

② PQ 公示期間（新聞掲載）  1.0 ヶ月 

③ PQ 審査・入札図書配布・入札機関 1.5 ヶ月 

④ 価格交渉     0.5 ヶ月 

⑤ 「ナ」国承認・業者契約  0.5 ヶ月 
 
工事工程は、現地建設会社の施工管理能力、資機材の現場搬入、労働者の作業能力、5

月から 10 月までの雨季などを考慮すると 14 ヶ月間が必要である。工期 14 ヶ月の根拠と

しては、本計画の対象校の中で、クリティカルとなる最も大きな対象校１校の規模は教室

数が 21 教室であり、プロトタイプの教室を組み合わせると 5 教室タイプを 3 棟、3 教室タ

イプが 2 棟になる。建設業者の能力や手持ちの労務や資機材、さらに、型枠などの転用の

経済的な観点から 4 棟同時着工は困難であると想定できる。従って本計画では、それぞれ

2 ヶ月間の間隔を置いて 1 棟ずつ着工することを計画する。また、1 棟の工期は、3 教室タ

イプ、4 教室タイプ、5 教室タイプに拘わらず 6 ヶ月とする。ただし、建設の工程が雨季

に関わる場合においては、8 ヶ月とする。下表 3-13 に本計画での事業実施工程を示す。 
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表 3-13 事業実施工程表 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

入
札
関
連
業
務 

 

 

 

               

施
工
・
調
達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

(1) 工程計画の留意点 
1) 既設建築物撤去等 

本計画での対象校における建設予定地内の既存建築物や支障物の撤去が必要な対象

サイトはなく、また、地形も平坦である。但し、幾つかの対象校においては、予定敷地

内で作物が栽培されている学校があるため、工事に支障を来さないよう SUBEB/LGA 及

び学校側との調整が必要である。 
 

2) 準備期間 
建設資機材や労務調達、及び工程計画・施工図作成に要する期間、並びに、資機材の

保管倉庫、労務者用詰所、宿舎及び工事事務所の設置期間、並びに、現場や近隣状況の

確認に必要な期間を準備期間として考慮した。 
 

3) 地業・基礎、1 階の土間工事 
基礎工事は、掘削、砕石基礎、均しコンクリート、基礎の鉄筋配筋・型枠・コンクリ

ートの打設・養生、埋め戻し、盛土、1 階の土間工事である鉄筋・型枠・コンクリート

の打設と続き、地業工事から土間工事までの工事期間は、約 2ヶ月要すると想定される。 
 

（計 4.5ヶ月） 

（入札図書）

（PQ 公示期間） 

(PQ 審査・入札図書配布・入札機関) 

（評価・交渉）

「ナ」国承認・業者契約 

（5 教室タイプ、工期 6 ヶ月）

(5 教室タイプ、工期 8 ヶ月) 

(5 教室タイプ、8 ヶ月) 

(4 教室タイプ、工期 8 ヶ月) （詳細工程、6ヶ月） 

(全体工程、14ヶ月) 

（準備工事） 

（根切・掘削） 
(基礎工事) 

(埋め戻し・土間コン) 

(1 階柱、梁、鉄筋コンクリートトラス梁) 

（鉄骨・屋根） 

（コンクリートブロック積、床・壁・梁モルタル・塗装・建具・引渡し）

（5 教室タイプ、工期 6 ヶ月）
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4) 1 階の柱、梁、屋根鉄筋コンクリート・トラス梁の躯体工事 
1 階の柱、梁、屋根鉄筋コンクリート・トラス梁と順次工事を進め、約 1 ヶ月の工事

期間である。この屋根鉄筋コンクリート・トラス梁は短辺方向の通り芯に位置し、斜め

のコンクリート梁を作ることになるが、位置出しなど難しい工事と思われるため、細心

の注意が必要と思われる。 
 

5) 屋根鉄骨トラス組、屋根仕上げ工事 
上記 4）の工程が終わり次第、鉄骨トラスを組み立て、その上に合板（12mm）＋アス

ファルトルーフィング＋長尺アルミシート（0.55mm）敷設などの工程で約 1 ヶ月の工事

期間を要する。鉄骨の架設については、重量物となるため、クレーンなどによる架設が

想定されるが、安全作業を配慮する必要がある。 
 

6) コンクリートブロック積み、床、壁、梁のモルタル塗り、塗装工事などの仕上工事 
現地で生産・製造されているコンクリートブロックは、調査・確認の結果、強度・品

質などに問題がある。このため、現場内での自前製作や現地製造者の製作時の品質管理

指導などを行う必要がある。また、モルタルの配合比についても、現地で一般的な配合

比は貧配合で、品質にばらつきがあり、事前の施工計画書及び配合計画の提出を求めそ

の確認を行う必要がある。同工事工程・期間は約 2.5 ヶ月程度必要である。 
 

(2) その他留意事項 
「ナ」国の祝祭日・政府休日は以下のとおり年間 15 日間であり、宗教上に係わる休

日は工程計画上考慮することとする。 

表 3-14 「ナ」国における 2010年の祝祭日 
No. 名称 日付 休日日数 
1. 新年 1 月 1 日 1 
2. イースター休暇 3 月 21 日以降 1 
3. 民主主義記念日 5 月 29 日  1 
4. 独立記念日 10 月 1 日 1 
5. クリスマス休暇  12 月 25～26 日 2 
6. イスラム教断食明休暇    .毎年異なる 3 
7. イスラム教巡礼明犠牲祭 同上 2 
8. マホメット聖誕祭 同上 1 
9. 連邦政府指定休暇 同上 3 

合計   15 
 
3-2-4-9 試験施工実施 

(1) 試験施工の目的 
本計画調査での試験施工の目的は、当該国でのコミニティ開発支援無償における本体

実施時の施工品質を確保するため、現地協議及び現地調査の中で選定された異なる 2 校

（サイト位置は別添-1 参照）に対して 3 教室タイプの教室棟を 1 棟づつ建設するもので

ある。また、同時に現地コンサルタントの監理技術の向上を図ることもその目的とする。

なお、試験施工に係わる目的は次のとおりとする。 
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1) 現地施工業者の施工能力（技術面、財政面、工程管理など）、現地コンサルタン

トの監理能力の確認・把握。 
2) 現地施工業者の標準的な能力を踏まえた施工品質レベルの設定。 
3) 現地コンサルタントの施工監理手順・方法を踏まえた現地実態に即した施工監理

計画の設定。 
4) 現地施工業者の資機材調達の取引条件、人件費の清算方法などのキャッシュフロ

ー管理能力の確認。 

 
(2) 試験施工の概要 

当該試験施工の概要は、基本的に本体実施と同等の施設とするため、標準的な 3
教室タイプの教室棟を「ナ」国側関係機関と合意した設計内容・仕様とした。 

 

図 3-13 基本配置計画図（No.42 Bagauda小学校、Bebeji LGA） 
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図 3-14 基本配置計画図（No.47 Kawaji Jigiriya小学校、Nassarawa LGA） 

図 3-15 教室棟平面計画図（共通） 
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図 3-16 立面計画図（共通） 

図 3-17 断面図（鉄骨トラス部及びコンクリートトラス部）及び屋根詳細図（共通） 
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(3) 試験施工業者選定 
当該試験施工の業者選定に当たっては、本調査中（2010 年 6 月末）に同試験施工が

完了すること、3 教室タイプ・1 棟の建設工程・期間などを考慮した結果、コミニティ

開発支援無償で通常行われる PQ 新聞公示・審査、入札図書配布・積算、入札会の日程

では期間中の完工が困難なため、当該試験施工では「ナ」国側関係機関より推奨された

有力企業 5 社に対しての競争見積とした。なお、見積依頼先に関しては、アブジャを営

業拠点としている「ナ」国での建設業界中堅クラスと第一次小学校建設計画において本

邦業者の下、無償資金協力事業の経験を有する業者とし、更に実施地であるカノ州での

有力 3 社を選択した。当該業者は、特に以下 4 項目の条件を満たしている事を選定評価

の基準とした。 
1) 財務状況・経営基盤に信頼がおけること。 
2) 過去において学校建設又は建築工事の経験を充分に有していること。 
3) 当該試験施工の実施にあたり、満足する技術者・人数、機材を有していること。 
4) 指定期間内に工事を完了するための編成ならびに機材・人員が配置できること。 

 
上記 1）に関しては、選定 5 社とも経営状況は概ね良好であり、資金繰り等が逼

迫しているとの情報も無く、特に問題はなかった。2）及び 3）に関しては、選定時

のヒアリング結果では各社共に本試験施工遂行に係わる充分な経験・技術者・機材

を有しており、工事実施に当たっては問題ないと考えられる。一方で、4）の項目に

関しては本試験施工の性質上、開始から完工まで限られた期間の中で確実に実施し

なければならないため、ヒアリングでは既往業務の状況も質問し、対応が緩慢・粗

雑にならないことを確認した。 
 

(4) 見積条件 
当該試験施工の見積依頼に際しては、各社に対し次の条件を附した。 
1) 本見積は競争見積である。 
2) 見積は配布した図書、図面一式を熟考し、更に特記内容を考慮した金額を提示す

る。 
3) 見積金額は現地貨（NGN: Nigerian Naira）又はアメリカドル（USD）とするが、

各項目を現地貨で表記した場合は合計金額の欄で USD に換算した金額を併記す

る。 
4) 見積提出に際しては、同時に Bid Bond を提出する。（見積総額の 3％以上） 
5) 見積に際しては VAT を含まない金額とし、契約後に VAT 免税に係わる証明書を

渡すこととする。 
6) 見積提出は、2 Envelop 方式としており、Envelop-A には要求の内容に沿った技術

プロポーザルとし、Envelop-B では見積金額の提示をする。なお、Envelop-A で

は要求 5 項目に対する総得点を 100 点満点とし、70 点に満たない場合は同社の

Envelop-B を開封しないまま返却とする。 
7) 前払い金額は、契約金額の 15％を限度とし、同請求に際しては同額の銀行信用

状（Advance Payment Security）及び請求書（Invoice）が必要である。また、同金
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額は本邦より送金扱いとするため、USD を受領できる口座が必要であり、無い

業者は開設が必須である。 
8) 毎月の出来高に対しては出来高払いを適用するが、出来高支払い額の 5%は翌月

払いとする。（Retention）また、同支払いについても本邦からの USD 送金扱いと

する。 
9) 契約に際しては、工事履行保証書（Performance Security）を提出する。（契約金額

の 10％以上）なお、同保証書は完成検査合格後、所定の手続きを経てリリース

する。 
10) 完成検査後、引渡し証発行の日から 1 年間を瑕疵期間とし、瑕疵検査時に工事瑕

疵と認められた箇所については、契約業者の責任においてこれを修理・修繕を行

う。 

 
(5) 提出見積の審査 

前記指名業者 5 社に対し、当該試験施工の規模・要求事項等を技術仕様書ならびに契

約書（案）に基づいて説明を行い見積書の提出要請を行った。なお、提出があった見積

書に対しては、要求事項（Envelop-A）の内容について審査・採点を行い、下記 5 項目

の総合点が 70 点以上を獲得した業者のみ見積額（Envelop-B）を開封することとした結

果、全ての業者 4 社共合格点に達した。採点内容は下表のとおりである。 

表 3-15 提出見積の採点表 
No. 項目・内容 ポイント A 社 B 社 C 社 D 社

(1) 類似工事の経験（Form-4） 25 25 15 12 25 

(2) 総合的な実施計画（Form-5） 20 17 18 18 19 

(3) 基本的な工程管理（Form-6） 20 16 19 16 15 

(4) 工事管理に係わるキーパーソン（Form-7） 20 18 12 13 19 

(5) 必要機材の保有状況（Form-8） 15 8 9 11 10 

総合点 100 84 73 70 88 

 
(6) 試験施工のコストについて 

提出があった各社の見積を分析して見ると、カノ市内に拠点を置いている業者は、カ

ノ市内より離れているBagauda校の方が若干高い金額となっている。この要因としては、

資機材の運搬距離が影響しているものと思われ、アブジャを拠点としている業者は、逆

にカノ市内にある Kawaji Jigiriya 校の方が高い金額となって表れている。 
なお、本体実施では当該試験施工現場より更に遠方のサイトとなるため、試験施工金

額の相違理由を考慮すれば、遠隔地は多少金額が上がってくることも予想される。 
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(7) 試験施工工程 
試験施工の工程は、契約業者の許容力・技術力等を考慮し、次のとおり策定した。 

2010 年 
工種・内容 

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 

業者契約                

準備工                

仮設工事                

土工事（基礎掘削等）                

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事                

型枠工事                

鉄筋加工・組み立て工事                

鉄骨加工・組み立て・据付                

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事                

屋根工事                

鋼製建具工事                

ﾓﾙﾀﾙ上塗り・仕上げ工事                

塗装工事                

その他工事                

完成検査・引渡し                

 
(8) 試験施工の経過及び今後の改善点など 

本試験施工における前述の契約業者の問題点などは次のとおりであるが、これらが全

てナイジェリア国業者とは言い難いが平均レベルと解釈し、且つ、想定される問題点な

どに対する対処案は次のとおりである。 
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表 3-16 試験施工の経緯及び問題点の整理 

項目 試験施工時の問題点等 今後の対策・対応について 

基
準
内
訳
・
入
札 

（1） 許認可状況 
（2） 類似工事実績の金額において、5

年間合計 0.3million USD を再考
する。 

（3） 技術プロポーザルにおいて、施
工計画の記述が作業マニュアル
のコピー提出があった。 

（4） 保有機材のリストに本プロジェ
クトで使用する機材を主に記載
させる。 

（5） 入札方法 
（6） 2 Envelop 方 式 に お け る 、

Envelop-A の提出部数。 
 

（1） 「ナ」国での建設業者としての登録状況、納税
状況を証明書を持って確認する。 

（2） 本体実施は 4 ロットに分けており、最小ロット
は Area-A であるが、過去の実績は同等又はより
以上を要求する。 

（3） 施工計画は、本プロジェクトに対する内容のみ
を採点の評価とする。本体実施においては、複
数のサイトを一括して管理する事から、同施工
計画での施工の順序、資機材の調達計画、人員
配置計画など提示内容を十分に確認する必要が
ある。 

（4） 機材リストの確認は、本プロジェクトにおいて
人力での作業が困難なトラス組立てなどに使用
するクレーン、コンクリート打設時に必要なバ
イブレーター（エンジン式）、施工品質を確保す
るためのコンクリート試験機、測量機材など重
点的に確認する。 

（5） 入札は 2 Envelop 方式とし、Envelop-A の評価に
おいて合格点（70 点以上）に達した業者のみの
Envelop-B を入札参加社の前で開封・読み上げ
る。なお、Envelop-A で合格点に達しない業者
に対しては、Envelop-B を開封しないまま返却
する。また、Envelop-A の審査には時間を費や
し第二次のスクリーニングを行う。 
第 1 回目の入札で最低価格が参考価格に対して
プラス 10％以内であれば、第一交渉権者として
同金額の精査を行う。 

（6） Envelop-A は、1 社 2 部（Original 1 部、Copy 1
部）提出とし、複数ロットに参加の場合はこれ
を代用する。 

業
者
選
定 

契
約
・
支
払
い 

（1） 契約内容の合意に至った時点で
の前払い保証書及び履行保証書
の要求 

（2） 外貨受取口座 
 

（1） 銀行発行の各保証書は、時間を要することや内
容に間違いが多いため、今後の同書類受領時に
は十分な注意・確認が必要である。 

（2） 各社とも同外貨受取用口座を持っていたが、本
体実施時にも応札社に対して同様の質問をし、
確認すると同時に無い会社に対しては口座開設
を促しておく。なお、試験施工では相手口座へ
迂回送金（ロンドン経由）であったが、最終的
には契約者の手元に送金されており、特段の問
題はない。 
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項目 試験施工時の問題点等 今後の対策・対応について 

現
場
の
対
応
・
体
制 

（1） 入札図書及び契約交渉との相違
（2） 本社機構と現場の関係 

（1） 入札から契約までの一連の業務と現場管理・作
業は別セクションとなるケースが多いが、入
札・契約までの中で決められた内容等が引き継
がれていない。同入札・契約の過程で PM(Project 
Manager)の参加は必要であり、施工計画につい
ては PM 自身から発表・説明させることが肝要
である。 

（2） 大概の会社は、現場での不正な資金運用を防ぐ
ため、発注業務を本社が行っている会社が多い。
このため、資機材の調達が順調に行われず現場
は手待ち状態が良くある。更に、現場としても
前もって準備をする習慣に乏しくその場凌ぎと
なっている。このため、工程計画には資材の調
達もリンクさせた計画書を作成させることが肝
要であり、本体実施では要求事項・評価の内容
とする。 

準
備
工
事 

現
場
着
工 

（1） 仮設工事の立案・計画 
（2） 施工図の作成・承認 
（3） サンプル品の提出 
（4） 工場検査 

（1） 本計画は、全てのサイトが既設校であり、事
故防止の観点から既設校舎と現場は確実な仕
切りが必要であり、入札図書でもその記述及
び要求としている。一方、応札社の入札図書
の理解力及び「ナ」国現場における慣習の差
があり、確実に履行されない。このため、文
章のみではなく、図面に記した指定仮設的な
表記が必要である。 

（2） 入札図書での要求に対して、調達メーカー又
は製作会社の決定に伴いコンサルタントの承
認が必要な部分に関しては施工図・承認図を
必要・要求としたが、満足に承認図・施工図
が作成できない。このため、本体実施では業
者に同図面の作成・提出を求めるのではなく、
入札図書の一部として折込む形が望ましい
が、鋼製建具などは要求事項を満足できるメ
ーカーが少なくカドゥナ州にある 1 社しか要
求事項を満足していない。このため、仕様的
にはメーカー指定に繋がる恐れもあり、表記
方法には工夫が必要である。 

（3） 図面及び仕様書にて要求内容を記載・指示して
いるが、要求どおりの物が調達・使用されるか
は現物のサンプルを確認する必要がある。特に
鋼製建具、木材、仕上げ塗料などであるが、業
者によっては同サンプルの提出が遅いため、承
認作業とリンクした調達スケジュールにも影響
を及ぼすことから、入札図書ではサンプル提出
の必要な項目を挙げ、何処のタイミングで提出
するか工程計画ともリンクした計画を提出させ
評価のポイントとする。 

（4） 工場で製作する物については、発注先が決定し
た時点で業者に同行し、確認をする必要がある。
業者の中には製作費用を安くするためにたわい
も無い工場に発注し、出来上がった製品が受け
入れられない様な物も多い。 
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項目 試験施工時の問題点等 今後の対策・対応について 

掘
削
・
地
業
工
事 

（1） 基準点設定 
（2） 掘削深さ・床付け 
（3） コンクリート試験練り 
（4） 墨出し 

（1） BM (Bench Mark)の設定は、計画施設の床高を決
めるために重要なものであるが、業者は水準儀
（レベル）を持っていないのが大半であり、何
処かを GL±0.0 と設定してもそこからの床高設
定は出来上がった基礎に対しての高さとなる。
このため、保有機材の確認では、同測量器材の
有無についても確認が必要であり、且つ、評価
ポイントも高く設定する。 

（2） 掘削は、設置された丁張により設定された高さ
からの深さになるため、周辺地盤高さとの相違
はさほど無い。また、基礎掘削は人力で行われ
るのが常であり、床付け面を乱すことが無いた
め、掘り過ぎだけを注意する。 

（3） 構造用コンクリートは、使用する骨材、セメン
トなどにもより強度のバラツキがあるため、調
達・使用する骨材・セメントが決まった段階で
試験練りを実施する。一方、業者は示方配合の
計算が出来ないため、使用・調達する骨材の
比重、セメントの内容等を提出させコンサル
タントが行う必要がある。同示方配合に基づ
き試験練りを行い 6 本の供試体を採取し、1
週及び 4 週強度から配合の合否を判定する。
なお、業者は強度試験機を持っていないこと
が多いため、公的試験機関又は大学内の試験
室で同強度を確認する。 

（4） 均しコンクリート打設後、基準となる通り芯な
どを表面に明記し、今後の作業に間違いが無い
様に実施するが、同作業に使用する道工具（墨
つぼ）・測量器材（トランシット）さえ有して
いない業者が大半であり、施工精度を高める上
でも必要不可欠な作業であるため、「保有機材
表」提出の折には確認が必要と同時に高い評価
ポイントとする。 

基
礎
工
事 

鉄
筋
・
型
枠
工
事 

（1） 鉄筋加工・組立て 
（2） 型枠工事 

  型枠材料の合板 
 

（1） 試験施工において、入札図書としては配筋図を
配布しており、その図面から鉄筋加工図の作
成・提出を求めたが、コンサルタントの要求す
るものにはほど遠く、且つ、現場での加工も精
度が低い。また、業者の図面理解力から、配筋
図は全ての鉄筋を表示した図面とする。組立て
においては、職人の技量にもよるが、コンクリ
ートの被りを正確に確保する工夫が足りないた
め、配筋検査を入念に行う。 

（2） 型枠工事の材料・技術は、「ナ」国での建設事
情を勘案すれば致し方ない部分もあるが、“型
枠”と言う概念が職人にないため、コンクリー
トが漏れない程度の塞ぎ方と言う表現が適当と
も言える。先ず、主要な材料である合板の品質
が悪く、一回の使用で表面が左写真の様に剥離
するため、二回、三回使用の転用ができない。
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項目 試験施工時の問題点等 今後の対策・対応について 

ブ
ロ
ッ
ク
壁 

（1） ブロック及び壁工事 （1） ブロックは市販の物が一般的に使用されている
が、品質的には良くない。一方、本計画では構
造体として同ブロックは計画・使用しないため、
問題はない。工事については、2 箇所の試験施
工現場で大きな違いがあり、Kawaji Jigiriya 校で
は一般的なナイジェリアスタイルであったが、
Bagauda 校現場は前回協力での化粧ブリック積
みの意識が高く面、目地等はかなり丁寧な仕上
がり状態であった。このため、同部分の施工ス
ピードにも違いが生じた。 

躯
体
工
事 

梁
・
柱
工
事

（1） 梁・柱工事 （1） 梁、柱工事の主な工種は、鉄筋、型枠、コンク
リートであり、基礎工事部分を参照。 

鉄
骨
ト
ラ
ス 

（1） 鉄骨加工 
（2） 現場組立て 

（1） 鉄骨の加工に際しては、図面より施工図を作成
し、それぞれの部材を加工するが、現地業者レ
ベルではこの作業が大変困難である。このため、
加工業者に委託して行うのが常の様であるが、
同加工業者も全てを理解し、且つ、加工道工具・
機材が満足な状態とは言い切れない。一方、
Bagauda 校の業者はプラトー州に鋼材の加工工
場を有しており、そこで加工した。 

（2） 工場で加工された部材は現場で組立てを行う
が、クレーン車を持っていない業者は外に依頼
するが、絶対数が足りないこともあり、手配が
スムーズに行われない。本体実施時は、数箇所
の現場が同時進行と言うことも有り得るため、
同部分の工程管理を綿密に行うことが遅延を避
ける手段でもある。 

屋
根
工
事 

母
屋
・
野
地
板
、
屋
根
材 

（1） 母屋材 
（2） 野地板 
（3） 屋根材 

（1） 母屋材は、市場での調達が常道手段であるが、
品質的には良くないため、業者任せで調達する
と、曲がり、割れ、反り、寸法等考慮しないた
め、搬入材の大半が使用できない。これらの要
因は、最終的な屋根の出来栄えにも大きな影響
を及ぼすため、本体実施時の監理方法を検討す
る必要がある。 

（2） 野地板は、市販の合板（12mm）貼りとしている
が、市販品であるため、品質的には統一できる。
また、施工方法についてもスクリュー釘を使用
して母屋材接合は統一した施工品質が望める。

（3） 屋根材はロングスパンアルミニュームシート
（0.55mm）としているが、メーカーが違っても
同様の仕様と品質が期待できる。しかしながら、
メーカーによっては全額前払いを要求している
所もあり、これらの問題が調達遅れの要因とな
った現場もあった。業者は財政的に一括前払い
が可能であれば問題はないが、本体実施では規
模が大きくなることもあり、何処のメーカーか
ら調達するかによって介入することを検討す
る。 
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項目 試験施工時の問題点等 今後の対策・対応について 

塗
装 

（1） 塗装 （1） 内・外部塗装は、市販塗料の単色で仕上られる
よう設計で考慮したため、施工時点での問題は
なかった。但し、業者は塗装工事部分を下請業
者に委託するが、塗装ムラ、塗料代を節約する
ため、溶液で薄め過ぎなどの問題がある。業者
はこの様な管理を十分に行わないため、塗装見
本（写真参照）を作成し、色ムラ・塗装ムラ等
を防ぐ手段とする。 

 

仕
上
工
事
・
家
具 

家
具 

（1） 机・椅子 
（2） 黒板、掲示版 

（1） 机・椅子の製作は、業者によって家具工場に委
託する又は自前の工場で製作するなどそれぞれ
であったが、家具工場で製作した物は材料の反
り、割れ、プレーナー仕上げの粗末さ、塗装ム
ラなど手直しが多かった。 

（2） 上記同様家具工場に委託分に粗雑な仕上げあ
り、工場・発注値段にもよるが、本体実施時は
細やかな監理を行わないと契約業者によって品
質・出来栄えに大きな差が生じる恐れがある。

 

完成状況 
Kawaji Jigiriya 校・Nassarawa LGA 

 

完成状況 
Bagauda 校・Bebeji LGA 
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3-3 相手国側分担事業の概要 
E/N 締結後、「ナ」国側は責任機関及び各実施機関の協力の下、以下の作業を負担する。 

 
3-3-1 一般事項 

(1) E/N 締結後、速やかに我が国の銀行に口座を開設する。なお、同口座開設に伴う費用

は「ナ」国側負担となる。 
(2) 本計画で調達する資機材の改めての輸入はないと考えられるが、もし、輸入が必要な

場合は、迅速な荷揚げの確保及び免税措置を行う。 
(3) 本計画の関係者（日本人および第三国人）に対し、「ナ」国への入国、滞在及び安全

に必要な便宜を図る。 
(4) 本計画に関連する役務、資機材調達及び日本人に対し、「ナ」国で課せられる関税・

国内税等の免税措置／負担を行う。 
(5) 我が国の無償資金協力で建設された施設を適切に運用し、且つ、確実な維持管理を継

続する。 
(6) 我が国の無償資金協力に含まれていない費用で、本計画に必要な他の全ての費用を負

担する。 

 
3-3-2 特記事項 

(1) 本計画での工事に必要な資材置場／仮設用地を契約業者が必要とした場合は、相応の

用地・敷地を無償で提供する。 
(2) 本計画の工事で発生する土砂や建設廃棄物の処分場又は処理場を無償で提供する。 
(3) 本計画は、既存校への教室棟増設という点から、新たな場所に建設されるサイトはな

いため、環境影響評価については不要と考えられる。 
(4) 土地所有者や関連機関への許認可が必要な場合は、これを申請・取得する。 

 
3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 
3-4-1 「ナ」国側の所管体制 

供用開始後の本計画施設の運営・維持管理は、「ナ」国連邦教育省 UBEC 事務局の指導

の下、実際の監督・モニタリングは、実施対象州であるカノ州が所管する。カノ州 SUBEB
は、整備対象校の立地する地方政府（LGA）との連携のもと、学校の監督・モニタリング

を行う。 
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3-4-2 施設の維持管理 
カノ州の小学校 4,136 校という数字から考えても、潤沢に維持管理費用が配分されてい

る状況にはなっていない。実際に「ナ」国で小学校の維持管理を主に担っているのは、行

政ではなく、学校が所在するコミュニティ・PTA である。本計画実施においても、施設の

維持管理を担うのはコミュニティや PTA であることが想定される。 
本計画の対象校では、施設の修理・維持管理に対する意識・認識が希薄であることが確

認されたが、主な要因としては、維持管理に係わる政府（地方政府含む）の予算措置が適

宜に行われておらず、また、PTA 会費などの徴収もないため、学校としては費用の捻出に

苦慮しているのが現状であり、放置された状態を作っている。一方、施設の使い方にも問

題が多く見られ、苦労して捻出した資金で建設した施設にも係わらず「大事に使う」とい

う意識が欠如している。例えば、大半の学校では、屋根は亜鉛メッキ波トタン屋根である

が、子供達は屋根に向かって小石を投げて遊んでいる光景がある。しかしながら、同材料

は厚さが薄いため、小石が当った所に穴が開き、やがてはその穴から雨水が漏れ天井板を

腐らせ、崩落する大きな要因ともなっている。この様な状況は、道徳的な指導が必要であ

り、「第一次小学校建設計画」では、この様な事態に対して重点的にマニュアル、ポスタ

ーなどを作成し、生徒・先生・地域コミュニティへ啓蒙活動を実施した。この結果を受け

て、後のモニタリングなどでは少なくても学校の生徒・先生の意識が変化しており、「大

事に使う」という意識が感じ取れた。 
先方関係機関は、本計画においても「第一次小学校建設計画」で実施したソフトコンポ

ーネントの実施を強く要望しており、施設完成後の継続的使用の点からもその必要性は強

く感じられた。従って、本計画でもソフトコンポーネントの実施を計画することとするが、

「第一次小学校建設計画」で作成したマニュアル、ポスターなどを有効的に活用し、前回

実施時の問題点の抽出・是正も含めた計画を策定する。 
 

3-5 プロジェクトの概略事業費 
3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本計画の協力対象事業を実施する場合に必要となる概略事業費総額は約 11.7 億円とな

り、日本側と「ナ」国側との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）の積算条件

によって、次のように見積もられる。但し、ここに示す概略事業費総額は暫定値であり、

本計画対象事業の実施が検討される時点において更に精査される。 
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3-5-1-1 日本側負担経費 

施工・調達業者契約認証まで非公表 
 

3-5-1-2 「ナ」国側負担経費 

本計画でのプロジェクト実施に係わる「ナ」国側負担経費は、下表 3-17 の項目が挙げら

れる。 

表 3-17 「ナ」国側負担経費 

費目 金額（Naira） 備考 

(1) 敷地造成費用 1,400,000 障害物撤去等含む 

(2) アクセス道路改修費用 830,000  

(3) 進入路確保及び整備 350,000  

(4) 銀行口座開設手数料 1,820,000 （JPY 1,170,000） 

合計 4,400,000 （￥2,831,500） 

 
3-5-1-3 積算条件 

(1) 積算時点 平成 21 年 11 月 
(2) 為替交換レート 1 USD = 96.53 円（2009 年 5 月～2009 年 10 月までの TTS 平均値） 
(3) 施工期間 詳細設計、工事の期間は、施工工程に示したとおり。 
(4) その他 積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととす

る。 
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3-5-2 運営・維持管理費 
本計画によって整備される施設の維持管理費は、下表 3-18 のとおり見積もられる。但し、

屋根の塗装費用等は発生しない。 

表 3-18 本計画での整備施設に対する維持管理費 

費目 金額（ナイラ/ 年） 算定条件* 

(1) 鋼製扉・窓の塗装費用 345,000 5 年に 1 度塗り替え 

(2) 外壁・内壁の塗装 690,000 5 年に 1 度塗り替え 

(3) 野地板及び母屋材の防蟻塗装 299,000 5 年に 1 度塗り替え 

(4) 便槽内汚物除去・清掃 265,000 2 年に 1 回 

(5) 黒板の塗装 138,500 2 年に 1 度塗り替え 

合計 1,737,500  

* 計画対象校 30 校に対する完成の 2～5 年後からの年総額を試算したものである。 

 

以上の維持管理は、SUBEB・LGA の予算及び PTA・コミュニティの労働奉仕、材料提

供などの協力により、更に低減されることが考えられる。 
 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 
本計画実施に当たっての先方負担事項は、敷地造成、アクセス道路整備などがあるが、整

備対象 30 校のサイトは、全てが既存校であり、且つ、概ね平坦な場所に本計画での施設を

建設することから、大きな負担行為は生じない。このため、先方負担事項に係る部分の全体

工程に及ぼす影響は少ない。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 
 
4-1 プロジェクトの前提条件 
4-1-1 事業実施のための前提条件 

本計画での教室棟・便所棟建設は、30 校全てのサイトが既存校であるため、施設の増設

は学校用地の空いているスペースを利用し、改めて施設建設のための用地取得は伴わない。

また、各校での建設予定地は概ね平坦な敷地を有しており、大掛かりな造成工事なども伴

わない。なお、本計画での施設建設に係る建設許可等は既存校への増設のため、省略する

ことができる。 
本計画実施における先方負担事項は、① 敷地造成、② アクセスの確保等であるが、上

述のとおり、既存校に対して施設の増設を行うため、大規模な工事・負担にはならない事

から全体工程へもたらす影響は小さい。 

 
4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

本計画で建設された施設の継続的使用は、各学校の PTA、地域コミュニティなどの維持

管理への参画が大きな役割を果たしている。このため、ソフトコンポーネントにより体制

強化が期待されることから、学校職員を中心とした管理体制を維持にする事にある。また、

第一次小学校建設計画のように施設完成後、理数科強化プログラムを同じ学校で実施する

事により、継続したモニタリングの効果が発現され、学校関係者を含めた大きな組織の維

持管理に対する意識の変化が期待できる。 
また、全体計画達成に係る外部要因としては、① 建設資材市場における急激な価格変

動が起こらないこと、② 政情不安、暴動等が発生しないこと、③ 大規模な自然災害がお

こらないこと、などが上げられる。 

 
4-2 プロジェクトの評価 
4-2-1 妥当性 

以下に示すとおり、本計画は我が国の無償資金協力による対象事業として妥当であると

判断される。 

 
4-2-1-1 裨益対象・人口 

直接の裨益対象は、対象校の生徒数 21,609 人である。 
 

4-2-1-2 緊急性 

現状のカノ州における教室の混雑は 91.6 人/教室であり、標準（40 人/教室）に対して 2.3
倍であり、大幅に定員を上回っている。更に、修学環境として劣悪な状態である教室が多

数を占めることから教室の増設、教育環境の整備・充実は急務である。 
 

4-2-1-3 維持管理能力 

完成後の施設維持管理は、州基礎教育普及化委員会（SUBEB）が主体となり、各学校が

所在する地方政府教育委員会（LGEA）が直接の役割を果たしている。更に、学校ごとに
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組織されている PTA、地域コミュニティなどの参画もあり、従来どおりの運営がなされる

ことにより、施設の維持・継続的使用は可能である。 
 

4-2-1-4 計画の収益性 

学校としての教育プロジェクトは、人的資源の育成・基礎教育の醸成につながり、やが

ては経済効果・発展をもたらす。但し。本計画での直接的財務便益は発生しない。 
 

4-2-1-5 環境・社会への配慮 

対象 30 校は既存校であるため、本計画での施設建設に対し大々的な開発行為などは発

生しない。また、本計画での施設建設は既存校用地内で行うため、近隣に及ぼす影響、周

辺環境に及ぼす影響はない。 
 

4-2-1-6 我が国の無償資金協力制度による実施の可能性 

我が国のコミュニティ開発支援無償のスキームにおいて、本計画実施における特段の問

題はないが、現地施工業者の施工・技術能力を考慮した選定条件を整備し、優良業者を選

択する必要がある。 

 
4-2-2 有効性 
4-2-2-1 定量的効果 

 
指標名 基準値（2009 年） 目標値（2012 年） 

協力対象校における良好な環

境にある教室数 
225 教室 512 教室（本計画で増設される

287 教室含む） 

協力対象校における１教室当

りの人数 
96.0 人 42.2 人 

 

 
4-2-2-2 定量的効果 

男女別に衛生環境の整った便所を整備することにより、女子の登校意欲を促すと同時に

修学環境の改善を図る。 

 
以上の内容により、本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 
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